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「
子
ど
も
手
当
」制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
！！

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

☎
47

－

８
０
１
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「
子
ど
も
手
当
」
は
、将
来
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
、

中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
す
る
手
当
で
す
。

４
月
か
ら
「
児
童
手
当
」
に
か
わ
り

Ｑ
「
子
ど
も
手
当
」
っ
て
ど
ん
な
制
度
？

　
　

制
度
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
子
ど
も

　
　
（
０
歳
〜
中
学
３
年
生
）

　
　

子
ど
も
一
人
あ
た
り

　
　

 

月
額
１
３
、０
０
０
円
（
平
成
22
年
度
）

　
　

 

支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
方
※
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

 

町
で
受
給
資
格
を
認
定
の
う
え
、６
月
、

10
月
、
２
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
前
月
分
ま

で
を
支
給
し
ま
す
。
原
則
、
口
座
振
込

と
な
り
ま
す
。

Ｑ 

受
給
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

　
　

 

申
請
が
必
要
な
方
と
必
要
な
い
方
が
い

ま
す
。
必
要
な
方
は
、
町
民
税
務
課
ま

た
は
各
総
合
事
務
所
生
活
企
画
Ｇ
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
公
務
員

の
方
は
勤
務
先
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま

す
の
で
、
勤
務
先
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

支 

給 

対 

象

支 

給 

時 

期

支   

給   

額

受   

給   

者

ＡＡ

（
１
つ
で
も
あ
て
は
ま
れ
ば
申
請
が
必
要
）

① 

４
月
か
ら
中
学
２
、３
年
生
に
な
っ
た
子

ど
も
が
い
る
方

② 
平
成
22
年
３
月
31
日
時
点
で
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
な
か
っ
た
方

③ 
平
成
22
年
４
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
子

ど
も
が
い
る
方
や
転
入
し
た
方

★ 

申
請
が
必
要
と
な
る
方
に
は
、
４
月
28
日

以
降
「
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
」「
子
ど

も
手
当
額
改
定
認
定
請
求
書
」
を
送
付
す

る
予
定
で
す
。

　

平
成
22
年
３
月
31
日
時
点
で
児
童
手
当
を

受
給
し
て
お
り
、
４
月
か
ら
中
学
２
、３
年

生
に
な
っ
た
子
ど
も
が
い
な
い
方

申
請
が
必
要
な
方

申
請
が
必
要
な
い
方

　

平
成
22
年
３
月
31
日
時
点
で
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
た
方
に
は
、
６
月
に
児

童
手
当
２
、３
月
分
と
子
ど
も
手
当
４
、５

月
分
が
併
せ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

児童手当を受給していた方  （平成 22年３月31日現在）

児童手当を受給していなかった方
（平成 22年３月31日現在）

子どもが生まれた方
（平成 22年４月１日以降）

●４月に中学２、３年生
　になった子ども

受給者 受給者

受給者受給者

●赤ちゃん

申請の必要なし

子ども手当

子ども手当

子ども手当
※手当は４月分から支給されます。

※原則、請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。

※手当は４月分から支給されます。

「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要

●中学３年生までの
　子ども

子ども手当
※手当は４月分から支給されます。

「子ども手当認定請求書」の提出が必要
「子ども手当認定請求書」（既に子ども手当を受給し
ている場合は「子ども手当額改定認定請求書」）の提出が
必要

と

がいる場合 がいる場合

●小学生以下の子ども
●�４月に中学１年生に
なった子ども

●４月に中学１年生に
　なった子ども

と

●小学生以下の
　子ども


